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1) 東日本大震災前後の循環器疾患の発症状況を明らかにすること、2) 震

度や津波が循環器疾患の発症と関連があるかどうかを探索的に検討するこ

と、3) 阪神淡路大震災との比較を行うこと によって 大規模災害におけ

る循環器病診療体制と手法を確立することにある。 
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Ａ．研究目的 

 本研究の目的は、1) 東日本大震災前後の

循環器疾患の発症状況を明らかにすること、

2) 震度や津波が循環器疾患の発症と関連

があるかどうかを探索的に検討すること、

3) 阪神淡路大震災との比較を行うこと 

によって 大規模災害における循環器病診

療体制と手法を確立することにある。 

Ｂ．研究方法 

 標的母集団は、宮城県、岩手県、福島県

に在住の全住民である。疾患を把握するた

めのデータは、消防による搬送データベー

ス、人口動態調査死亡票、拠点病院にて実

施されている心筋梗塞発症登録を用いた。



データは 2008 年（東日本大震災前 3 年間）

から 2014 年（震災後 3年）までのものを使

用した。なお、消防による救急搬送データ

ベースは全国のデータを用いる。また、阪

神淡路大震災との比較のため、人口動態調

査死亡票は 1992 年から 1997 年の兵庫、大

阪、京都のデータを用いた。本研究は後向

き観察研究であり、主たるアウトカムは、

循環器疾患の発症・死亡である。 

（倫理面への配慮） 

本研究ではデータ提供時に匿名化された情

報を用いる。そのため、対象者個人が特定

されるような情報は使用しない。 

 

Ｃ．研究結果 

ウツタイン登録データ解析：福島県・宮城

県・岩手県被災 3 県の、2008 年から 2011

年までの消防庁のウツタイン登録データ解

析を実施した。この期間の全発生件数は、

479,281 例, うち心原性 268,208 例であり、

震災発生月である2011年3月中の総発生件

数は、11,967 例（心原性 6,844 例）であっ

た。全国レベルでは、震災後（3/11-3/31）

にかけて、北海道、東北、関東地方で増加

していたがそれ以外の地域では増加は見ら

れなかった。全国的にみても震災以前の同

時期より増加していた。また人口あたりの

発症率と震度の間にも相関が認められた

（r=0.53, p=0.003）。男女別、波形別（心

静止）、心拍再開などの層別解析も有意であ

り、被災各県ごとの増加も有意であった。3

県における院外心停止について、特に震災

当日をそれ以前と比較したところ、2 倍以

上の増加がみられた（IRR=2.42, p<0.0001）。

地域の本震の平均震度別にみると震度 4 以

上が増加傾向を示し、6 以上は有意に増加

していた（IRR=2.02、<0.001）。 

死亡票データ解析：心筋梗塞死亡は、東日

本大震災後 1 ヶ月間において過去 3 年と比

べて有意に増えていた（incident rate 

ratio [IRR]=1.39, 95% confidence 

interval [95%CI], 1.13 - 1.58）。脳卒中

による死亡も同様に、震災後 1 ヶ月間の死

亡は過去 3 年と比べて有意に増加していた

（IRR=1.42, 95%CI, 1.29 - 1.57）。脳卒中

による死亡増加は、震災後 2 ヶ月まで遷延

していた。標準化死亡比 SMR を用いて心筋

梗塞による死亡と震度との関連を検討した。

震災後 2週間では、2008 年～2010 年に比べ

て 2011 年心筋梗塞による死亡が増えてい

る自治体の割合は、震度が高くなるにつれ

て増えていたが、震災後 9 ヶ月間の心筋梗

塞による死亡は震度の強さとは関連が見ら

れなかった。SMR が 2 倍の自治体の割合と

震度の関連を検討した場合も、同様であっ

た。一方、脳卒中による死亡については、

震災後 2 週間、9 ヶ月間とも震度の強さと

関連が見られた。震度や津波、放射線量と

心筋梗塞・脳卒中による死亡増加の探索的

な検討には、それぞれの被害地域にて層別

したポワソン回帰分析を行った。その結果、

震度は心筋梗塞、脳卒中とも震度が 6 以上

の地域で死亡増加が大きかった。一方、津

波に関しては、浸水がある地域では特に脳

卒中による死亡が増加していた。放射線量

については、1.0mSv 以上での心筋梗塞、脳

卒中による死亡増加は認められなかった。 

心筋梗塞地域レジストリ解析：1)福島県：

福島県全体の急性心筋梗塞発症数は人口 10

万人あたり 2009 年 38.5、2010 年 37.9、2011

年 38.9、2012 年 38.8、2013 年 40.1、2014

年 40.8 であった。2011 年３月に東日本大

震災が起きており、震災の前後 2 年間で発

症率はほぼ同じであるが、2013 年および



2014 年はやや増加傾向を認めた。地域別に

年毎の発症数を比較してみると、2011 年以

降いわき地区の患者数が著明に増加してい

た。年次変化による自然増なのか東日本大

震災による避難の影響がなかったかは今後

も注意深い観察が必要であると考えられた。

2)宮城県：宮城県心筋梗塞対策協議会のデ

ータベースを用いて検討を行った結果、

2011 年は 2008-2010 年と比較して宮城県内

AMI 患者院内死亡率は改善を認めた（7.3% 

vs. 10.5%, P<0.05）。この院内死亡率の改

善は特に震災直後の 2 か月間で顕著であっ

た（7.2% vs. 13.3%, P<0.05）。また震災直

後の 2 か月間では、AMI 発症から入院まで

の時間の短縮（120 分 vs. 240 分, P<0.001）

と冠動脈インターベンション施行率の上昇

（86.8% vs. 76.2%, P=0.001）が認められ

たが、救急車の利用率と病院到着から PCI

施行までの Door to Balloon 時間の短縮は

認めなかった。さらに震災後には発症から

3 時間以内に入院した早期入院患者の割合

が著明に増加しており（震災前 59.1% vs. 

震災後 47.0%, P<0.05）、この早期入院患者

群においてのみ院内死亡率の改善を認めた 

(震災前 7.9% vs. 震災後 11.4%, P<0.05)。

多変量解析を行うと、震災前には発症から

入院までが 3 時間以内であることは院内死

亡率の負の規定因子であったが、震災後に

は有意な相関関係は認められなくなってい

た(HR: 95%CI; 震災前 1.48: 1.12-1.96, 

P=0.006、震災後 0.92: 0.54-1.56, P=0.750)。

さらに発症早期入院患者の特徴を震災直後

2か月間と過去 3年間とで比較してみると、

震災後の2011年は震災前の2008-2010年と

比較して入院時Killip分類2度以上の心不

全合併率が減少しており（6.9% vs. 16.2%, 

P<0.05）、Primary PCI 施行率の増加（89.1% 

vs. 76.4%, P<0.01）と院内死亡率の改善

（5.9% vs. 14.8%, P<0.05）が認められた。

3)岩手県：東日本大地震津波後の 2 年間に

わたり急性心筋梗塞（含む突然死）と急性

心不全の発症状況を岩手県の沿岸地区と内

陸地区の 17 市町村で調査した。発災前の

2009-2010 年に比較した 2011 年と 2012 年

の標準化発症比(SIR)を算出し、津波被害の

重度地区と軽度地区の 2 地域に分けて検討

した。何れの急性循環疾患の SIR は津波重

度地区において 2011 年で高値となり(心筋

梗塞; 1.24, 95% CI 1.07 – 1.41: 心不全; 

1.73, 95% CI 1.50 – 1.95)、2012 年でも

まだ発災前に比較して高値が持続していた

(心筋梗塞; 1.18, 95%CI 1.01–1.34: 心不

全; 1.32, 95%CI 1.12–1.52)。しかし、津

波軽度地区においてはこのような SIR の変

動は明らかではなかった。 

震災ストレス調査：東日本大震災による心

血管疾患患者の心的外傷後ストレス障害の

有病率やその特徴について IES-R-J 

(Japanese Version Impact of Event 

Scale-Revised)を用いて評価した。IES-R 

25 点以上を「心的外傷後ストレス障

害 （ P o s t t r a u m a t i c  s t r e s s

 disorder：PTSD）」と定義したところ、

14.8％が PTSR/PTSD と判定された。地震・

津波の両方による被害を受けた症例および

福島第一原発３０ｋｍ以内の病院に通う症

例において PTSD の頻度は特に高く、それ以

外の症例では震度が大きい地域の症例ほど

PTSD の頻度が高かった。また PTSD 保有は

独立した予後増悪因子であった。 

阪神・淡路大震災との比較：阪神・淡路大

震災被災三県（兵庫県、大阪府、京都府）

の震災前後の心血管疾患による死亡を人口

動態調査死亡票より評価した。1992年~1997



年において、各年 1月 17 日～12 月 16 日の

兵庫県、大阪府、京都府の総死亡者数を比

較したところ、震災発症年である 1995 年が

126,964 名と最も多かった。心筋梗塞によ

る死亡については 1992 年をリファレンス

とすると、震災が発症した 1995 年以降で有

意に増加していた。さらに 1995 年 1月の心

筋梗塞による死亡者数は 968 人に対し、

1992 年の同月は 347 人であり、2.8 倍多か

った。脳梗塞による死亡についても 1992 年

をリファレンスとすると、震災が発症した

1995 年以降で有意に増加していた。また

1992 年 1月が 981 人に対し、1995 年 1月は

1974 人と脳卒中による死亡者数は 2.0 倍増

加していた。阪神・淡路大震災当時、震度

計で震度を随時測定していた自治体が少な

く（64 市町村、29.1%）、データの精度に問

題はあるものの、心筋梗塞について SMR が

２以上の割合は震災 2 週間後では震度が大

きかった市町村で多い傾向を示し、さらに

震災９ヵ月後ではその差は有意となった。

一方、脳卒中に関しては SMR による検討で

は震災２週間および９ヵ月後のいずれにお

いても震度との関連は認められなかった。

比較的長期(~9ヶ月)にわたり循環器疾患に

震災による影響が残存していた理由として、

震災によるストレスに加え震災後の診療体

制に起因していた可能性があり、本研究結

果は大規模災害が生じた際の対策を平時よ

り講じる重要性をあらためて示唆するもの

と考えられた。 

 

Ｄ．考察 

 阪神淡路大震災は平成７年１月17日5時

４６分に発生、マグニチュードは 7.3 の直

下型で都市部（１県；兵庫）を中心に被害

をもたらした。数十 cm の津波の報告あった

ものの被害はなく、建物の倒壊（長田区を

中心に大規模火災が発生）を特徴とした。

死者 6434 名・行方不明者 3名・住家被害(全

壊) 104906 件であった。一方東日本大震災

は平成 23 年 3 月 11 日 14 時４６分に発生、

マグニチュードは 9.0 の海溝型で農林水産

地域広範（8県；宮城・福島・茨城・栃木・

岩手・群馬・埼玉・千葉）に被害をもたら

した。各地で大津波を観測し、沿岸部で甚

大な被害が発生、多数の地区が壊滅した。

死者 15270 名・行方不明者 8499 名・住家被

害(全壊) 102923 件であった。このように

両震災はそのタイプや規模をとっても大き

く異なる（内閣府平成 23 年版防災白書より

引用）ものの、いずれにおいても、地震に

より発災初期（2週～1ヶ月）には、心筋梗

塞、脳卒中、心停止が増加していたことが

明らかになった。またどちらの震災におい

ても、震度と心筋梗塞は関連が認められた。 

東日本大震災後約 4 年が経過するが、慢性

的なストレスと循環器疾患発症（特に心不

全発症）との関連が懸念される。震災後の

精神的ストレスが長期にわたり持続してそ

の頻度やその要因が経時的に変化している

こと、すなわち病気そのものの要因から社

会的要因へ変容していることが明らかにな

った。 

本研究班では以下の３つの学術的・社会的

貢献を行った。①災害時循環器疾患の管

理・予防に関するガイドライン(日本循環器

学会・日本心臓病学会・日本高血圧学会合

同作成)にも、本研究班から「災害時の健康

被害調査」として、災害時の管理・予防の

基礎となるデータをどのように集め解析す

るか、留意点や手法について分担執筆した。

なお本合同ガイドラインは平成27年4月日

本循環器学会学術集会にて公表される予定



である。②病院向け災害時対策チェックリ

ストを、平成 24 年度厚生労働科学研究「東

日本大震災における疾病構造と死因に関す

る研究」（研究代表者：小井土 雄一）報告

書「BCP(business continuity plan) の考

え方に基づいた病院災害対応計画作成の手

引き」に基づいて作成した。チェックリス

トは、16 項目・102 細目から成り、東北・

近畿地区 36 施設（東北；29, 近畿；7, 拠

点病院 23）を対象にアンケート調査を行っ

た(平成 26 年 12 月実施)。全体の達成率は

63％であり、特に災害拠点病院では非拠点

病院に比し高率であった(67% vs 55%)。カ

テゴリー別では、体制・準備関連 68%、環

境・整備関連 60%、訓練関連 75%、患者教育

関連 21%であった。③実地医家・薬剤師向

け薬剤チェックリスト：東日本大震災では、

電気、水道、ガスなどのライフラインとと

もに、医薬品不足が大きな問題となった。

薬剤もライフラインであるという観点から

大災害時の備えとして循環器疾患治療薬剤

のチェックリストと主要薬剤の解説を手帳

形式にまとめ、宮城県薬剤師会に配布した。 

 

Ｅ．結論 

 震災直後には心筋梗塞および脳卒中によ

る死亡が増加しており、その対策を講じる

必要がある。また東日本大震災後には高頻

度に心的外傷後ストレス障害が認められ、

循環器疾患の予後不良因子であったことか

ら、今後症例背景を考慮した対策が必要で

あると考えられた。今後南海トラフ大地震

や東京直下型地震の発生が予想されている

ことから、平時より震災や災害に備えた準

備が必要であり、チェックリストの活用、

災害時に対応した薬剤手帳などの普及が望

まれる。さらに全国的な循環器疾患の発症

登録があれば、今後詳細な災害時の検討と

対策立案が可能となると思われた。 

 

F．研究発表 

 各分担研究者の項に記載 

  

G．知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他



震災と循環器疾患：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

循環器系は最もストレスの影響の受けやすい臓器系の一つである。従って、循環器疾患は、その疾患
の性格上、急性期の対応が最も必要な疾患である。2011年3月11日午後2時46分、宮城県沖を震源と
するM 9.0の大地震が発生し、その直後に発生した大津波が東北地方を中心とする東日本の沿岸部に
甚大な人的・物的被害を惹起した。
　過去の阪神淡路大震災・新潟県中越地震で報告されていた急性冠症候群や肺塞栓症の増加に加え
て、東日本大震災では心不全の増加が震災後６週間にわたって持続したことが報告された、心不全の
増加には、震災のストレスにより交感神経が活性化され血圧が上昇、更に薬剤の欠乏と保存食による
塩分の過剰摂取が関与したものと推定される。また、震災では心不全増悪因子の一つである肺炎など
の感染症の増加も報告されている。また肉体的・精神的ストレスは、心室性不整脈・心臓突然死も増加
させる。
　今後、南海トラフ大地震や東京直下型地震の発生が予想されていることから、災害時循環器疾患へ
の対策としてこのチェックリスト*を活用されたい。
*チェックリスト作成に際しては、平成24 年度厚生労働科学研究「東日本大震災における疾病構造と死
因に関する研究」（研究代表者：小井土 雄一（独立行政法人国立病院機構災害医療センター）報告書
「BCP(business continuity plan) の考え方に基づいた病院災害対応計画作成の手引き」、「災害時循環
器疾患の管理・予防に関するガイドライン」（日本循環器学会・日本心臓病学会・日本高血圧学会合同
作成）を参考にした。
＊なお、体制・準備、環境・設備、訓練、発災時対応、と色分けした。



 

病院名
住所
電話番号
病床数
記入者名
連絡先メール

体制・準備、環境・設備、訓練、発災時対応、と色分けした。
１） 地域のなかでの位置づけ

YES,1; NO, 0 で入力ください
【地域での位置づけ】
□ 地域における災害対応において病院の位置づけが明確となっている

２） 組織・体制

【常設委員会】
□
□

【予算】
□ 適正に予算措置されている

３） 災害対策本部

【本部長】
□

【本部要員】
□

【本部長代行】
□

【役割分担】
□

【事前準備・心構え】
□

【設置基準】
□

【設置場所・環境】
□

【通信・連絡機能】

□

【災害時インターネット環境】
□
□

【EMIS(Emergency Medical Information System)】
□
□

【記録管理機能】
□

【外部連絡先のリスト化】
□
□

４） 診療継続・避難の判断

EMISへ登録されている
EMISが整備され、それを使用する担当者が確保されている

災害対策本部長は、災害発生後に重要な決断を下す必要がある。そのためには、外来診療や手術の中止、
病院避難等の重要な判断に関しての基準と対応が事前に決まっていて、職員に周知されている必要がある。

前項でのべた災害時における病院の役割を遂行できるよう、災害に関する常設委員会が存在
し、規程に基づいて活動する必要がある。さらにその委員会に予算的権限が付与されているこ
とが望ましい。

地域防災計画や防災業務計画において地域や組織における病院の位置づけが明確に定義されていることが
必要である。

災害対応において指揮命令系統の確立が最優先される。災害対策本部長、要員、本部長代理、役割分担、
設置場所、通信設備等について事前計画が不可欠である。

本部機能が細分化され、機能別に適材適所な部門のトップが含まれ、本部内での連携がと
れる体制になっている

本部要員は日頃からそれぞれの役割を理解し、発災後直ちに任務に就けるように訓練され
ている

設置場所は決められている

委員会の位置づけが規程などで明文化されている
災害対応を審議する委員会がある

本部長が明記されている

本部要員が明記されている

院長・担当者不在時の代行者が明確

どのような場合に本部を設置するかが明記されている

災害対策本部には通常の固定電話や携帯電話が通話不能の場合にも、院外と通信できる災害優先電話、衛
星携帯電話や防災業務無線等の設備が必要であり、本部に配備される固定電話や携帯電話は災害時優先
電話である必要がある。

災害対策本部には、通常の固定電話や携帯電話が不通の場合にも外部と通信できる設備
が備えられている。

項目別に情報をまとめ、共有するための白板等があるか、また情報・記録の管理体制があ
る

主要外部機関の災害対応電話等の番号がリスト化されている
行政（市・都道府県・国）・消防署・自衛隊との災害時のホットラインが設定されている

衛星回線インターネットが利用できる環境が整備されている
外部連絡のための専用回線、衛星通信手段、インターネット環境は整備されている

災害時循環器疾患チェックリスト



 

【診療継続・中止の判断】
□

【病院避難の判断】
□

５） 安全・減災措置

【建物】
□

【耐震・安全性診断（発災前）】
□

【応急危険度判定（発災後）】
□

【転倒・転落の防止措置】
□

６）本部への被害状況の報告

【本部への報告の手順】
□

【報告用紙が準備されているか】
□

７） ライフライン

【自家発電】
□
□
□

【燃料】

□

□
□

【受水槽】
□

【雑用水道（井戸）】
□

【下水・トイレ】
□
□
□

【ガス】
□

【医療ガス】
□
□

【食料飲料水】（参考資料：表１）
□
□

【医薬品】（参考資料：表２）

□

□
□
□

【通信】
□
□
□

【エレベーター】
□
□
□
□

医療材料の備蓄はある
医薬品が優先して供給される体制はある
医療材料が優先して供給される体制はある

固定式の衛星携帯電話がある
固定電話・携帯電話以外に通信方法は整備されている（無線、MCA 無線）
定期的に使用方法の訓練を行っている

自家発電につながっている
管理会社への連絡手段が24 時間365 日確立している
エレベーター復旧の優先順位がついている
優先してエレベーター復旧が可能となるような体制がある

医薬品の備蓄がある（循環器関連医薬品：表２参照）：災害拠点病院１週間、災害医療協力
病院等：３日

複数のガソリンスタンドとのガソリンの優先供与の契約がある

電源が遮断されても供給できる設備がある（非常電源によるくみ上げポンプ等）

上水道の供給が得られない場合に備えた井戸等がある

配管の破断防止措置が施されている
水洗トイレが使用不能な場合の対応がある
簡易トイレの準備ができている

プロパンガスの備蓄はある

酸素の備蓄はある
酸素ボンベが供給される体制はあるか、契約はある

供給に制限がある場合に部分使用は可能か、優先順位は定まっている
災害時食材、飲料水の備蓄が　最低でも２週間分ある

判断基準がある

判断基準がある

病院が、災害時に計画された役割を完遂するためには、病院内の職員や患者の安全が確保されている必要
がある。病院職員や患者の安全確保が最優先されるべき事項である。事前の耐震安全性評価に加え、災害
発生後に速やかに安全が評価できる体制が望まれる。

耐震・制震、免震している（宿舎、診療部門、救急部門。管理部門等）

燃料が供給される体制がある

被災建築物応急危険度判定（発災後の耐震評価）が検討されている

医療機器,棚などの転倒・転落の防止措置について検討され、実施されている

災害発生後に、被害状況を収集、解析し、活動方針を速やかに決定する必要がある。
迅速に情報が収集出来るように報告の手順や書式内容の吟味、報告書式の統一は不可欠である。

本部への報告の手順が決まっている

被害報告書式が統一されている

病院が機能を維持するためにはライフラインの確保が重要である。外部からの供給が遮断された場合の暫定
的な対応、外部からの緊急手配、復旧の手順等が検討されている必要がある。

自家発電装置（複数が望ましい）がある
自家発電装置が管理されており、停電訓練を定期的に行っている
救急診療に必要な部門に無停電電源・自家発電電源が供給されている

自家発電のための燃料を3 日分備蓄しているか、外部からの燃料供給が途絶しても自家発
電装置を3 日間運用可能である

耐震・安全性診断を受けている



 

□

８） 緊急地震速報

□
□
□

９） 人員

【本部要員】
□
□

【参集基準・呼出体制】
□
□
□
□

【職員登録・配置】
□
□

10） 診療

【マニュアル】
□

【レイアウト】
□

【診療統括者】
□

【救急統括者】
□

【入院統括者】
□

【部門間の連絡方法】
□

【通信手段と連絡方法】
□

【帳票類（伝票類を含む）災害時カルテ】
□
□

【情報センター】
□

【防災センター】
□ 災害発生時の役割が明確化されている

11） 電子カルテ

□

□

□
□

□

□

災害時には電子カルテや画像システムが使用できないことが想定される。サーバーの転倒転落防止措置、停
電時の対応、システムダウン時の代用方法、病院内外のバックアップの確保について検討しておく必要があ
る。

災害時の多数傷病者受け入れのために、受付から、治療・検査、手術、入院、帰宅までの流れと診療場所が
わかりやすくまとめられているとも、各エリアの担当者、場所、必要物品、診療手順、必要書式について診療マ
ニュアル化され、職員に周知されている必要がある。

緊急度別の被災患者対応がマニュアルに盛り込まれている

患者の動線やレイアウトがマニュアルに盛り込まれている

トリアージから緊急度別の被災患者対応を統括する対策本部に準ずる部門ないし担当者が
決定され、その役割が明記されている

救急部門と手術室・ICU との連携がマニュアルに盛り込まれている

病棟における被災患者入院の連絡調整、病棟内でのベッド移動、増床体制についてマニュ
アルに盛り込まれている

災害時対応部門連絡先一覧が明示されている

災害の状況（被災、人員配置）による連絡先の確認方法の対策が明示されている

災害用カルテか通常カルテ運用がマニュアルに盛り込まれている
検査伝票、輸血伝票の運用がマニュアルに盛り込まれている

電子カルテが使用できない状況でも、入退院の管理や外来受け入れ数の把握ができるよう
に情報収集と解析できる体制がある

登院した職員の行動手順が決まっている

緊急地震速報を有している
館内放送と連動している
エレベーターと連動している

職員に対して、災害発生時に求められる行動、病院参集の基準、職員登録、食料・水や休憩・仮眠スペース
の確保等が必要である。

交代勤務の確立のための休憩・仮眠スペースの確保
職員のための食糧、水の供給体制がある

緊急連絡をする方法がある（一斉メール等）
徒歩または自転車での通勤が検討されている
連絡が取れない場合の院外の職員の参集基準が統一・周知されている
家族の理解を得ておく必要性が周知されている

登録体制がある

緊急地震速報は、地震の発生直後に、各地での強い揺れの到達時刻や震度を予想し、可能な限り素早く知ら
せる情報のことである。強い揺れの前に、自らや手術中の患者の身を守ったり、エレベーターを最寄りの階に
安全に停止させたりするなどの活用がなされている。

エレベーター停止時の搬送方法が検討されている

電子カルテや画像システム等診療に必要なサーバーに自家発電装置の電源が供給されて
いる

電子カルテシステムが使用不能になった場合を想定して、迅速にリカバリする体制が病院内
外にある

自家発電装置作動時に電子カルテシステムが稼働できることを検討・確認している
電子カルテシステムに必要なサーバー室の空調は自家発電装置に接続されている

医療情報のバックアップ体制がある

電子カルテや画像システム等診療に必要なサーバーの転倒・転落の防止措置について検
討され、実施されている



12） マスコミ対応・広報

マスコミ対応や個人情報の提示方法について、予め検討することが望ましい。
□
□
□

13） 受援計画

【医療チームの受入れ（ＤＭＡＴ・医療救護班）】
□
□
□

【医療ボランティアの受入れ】
□
□
□

14） 災害訓練

15） 災害対応マニュアル

□
□
□
□
□
□

16） 患者教育

□

□ 災害時の 口腔内ケア（歯磨き励行等）と、血栓予防：弾性ストッキング着用を推奨する
□

1.  睡眠の改善 (S)         ●　夜間は避難所の電気を消し、６時間以上の睡眠をとる
2.  運動の維持 (E)         ●　身体活動の維持（一日20分以上は歩行する）
3.  良質な食事 (D)         ●　食塩摂取を減少させ、カリウムの多い食事
　　　　　　　　　　　　　(緑色野菜、果物、海藻類を１日３種類以上とる)
4.  体重の維持 (W)         ●　震災時の体重からの増減を、±2Kg 未満に保つ
5.  感染症予防 (I)         ●　マスク・手洗いの励行
6.  血栓予防 (T)           ●　十分な水分摂取
7.  薬の継続 (M)           ●　降圧薬、循環器疾患の薬剤の継続
8.  血圧管理 (P)           ●　避難所で血圧を測定し、140mmHgは医師の診察
上記8項目を、それぞれ１点とし、合計８点とする。
避難所単位、個人単位で６点以上を目指す。
□

災害時の循環器リスクについてのチェックリスト – AFHCHDC 7 Score
1.  年齢 (A)              ●　75歳以上
2.  家族 (F)              ●　死亡・入院（伴侶、両親、または子供）
3.  家屋 (H)              ●　全壊
4.  地域社会 (C)          ●　全滅
5.  高血圧 (H)            ●　あり（治療中、または　血圧>160mmHg）
6.  糖尿病 (D)            ●　あり
7.  循環器疾患の既往 (C)  ●　あり（心筋梗塞、狭心症、脳卒中、心不全）
上記７項目をそれぞれ１点とし、合計７点とする。
４点以上をハイリスク群とする。
４点以上は、特に予防スコア（SWEDWITMP 8 Score）が６点以上になるように努力する。

平素から循環器疾患に対する予防に心がける　(災害時の循環器予防についてのチェックリ
スト – SWEDWITMP 8 Score が活用できるように周知する)

災害時の循環器リスクについてのチェックリスト（AFHCHDC 7 Score）を周知し、４点以上は
予防スコア（SWEDWITMP 8 Score）が６点以上になるようにする。

マニュアル管理部門
マニュアルの周知
発災時間別の対応
その他のマニュアルとの整合性

お薬手帳・薬の携帯（数日分）の普及、薬剤・お薬手帳・医薬品情報提供文書の分散管理を
行う

受入れマニュアルがある

災害研修・訓練は不可欠である。災害計画に基づいた訓練が望まれる。多数傷病者受け入れ訓練に加え、災
害対策本部の訓練や亜急性期・復旧期を視野に入れた机上シミュレーションなど複合的な訓練が望まれる。

組織的な災害対応ができるためには、災害対応マニュアルは不可欠である。マニュアルは、研修や訓練の反
省を反映して適宜改善出来るようにすることが重要である。マニュアルは経時的に、災害発生前、急性期、慢
性期（復旧）を網羅しておくことが理想的である。さらに、他の計画（火災時の防災マニュアル、地域防災計画
等）と整合性がとれている必要がある。

マニュアルの存在
マニュアルの維持管理体制

受入れ体制がある
待機場所がある
受入れマニュアルがある

受入れ体制がある
待機場所がある

入院・死亡した患者の情報公開について検討されている
災害時のマスコミ対応について検討されている
記者会見の場所や方法について検討されている

ＤＭＡＴや医療救護班、医療ボランティアが被災地に早くから救護に駆けつけられるようになりつつある。ＤＭＡ
Ｔや医療救護班、医療ボランティアを病院や地域支援に有効に活用することが求められる



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


